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労務管理等のワン・ストップ相談窓口を開設 

 

 本会では、富山労働局の委託により「富山県最低賃金総合相談支援センター」を開設しています。中

小企業・小規模事業者における労務面や経営面の課題等のご相談に応じるほか、必要に応じて専門家（社

会保険労務士）の派遣を行います。相談内容等の秘密は厳守しており、また、相談や専門家派遣は無料

ですので、お気軽にご利用ください。 

 

１．相談窓口 

富山県最低賃金総合相談支援センター 

（１）開設日時 

 月曜日～金曜日（祝祭日・盆・年末年始除く） 

  ９時～１７時 

（２）開設場所 

 本会内（富山市総曲輪２-１-３ 富山商工会

議所ビル６階） 

（３）相談員 

 コーディネーター  杉本 諭 氏 

高岡出張相談窓口 

（１）開設日時 

 原則毎週水曜日 ９時～１７時 

（２）開設場所 

 高岡商工ビル８階 ８０５号室 

 （高岡市丸の内１－４０） 

（３）相談員 

 コーディネーター  杉森 裕 氏 

その他 

 ご希望に応じ日程調整の上、組合等において

出張相談窓口を設置することも可能です。 

２．派遣専門家 

社会保険労務士・中小企業診断士  上田 玲子氏 

特定社会保険労務士  大花 哲仁 氏 

特定社会保険労務士  鎌倉 義則 氏 

特定社会保険労務士  坂下 裕子 氏 

特定社会保険労務士  高橋 明美 氏 

特定社会保険労務士  中土 政英 氏 

特定社会保険労務士  山中 隆善 氏 

３．主な相談事例 

・社内規則・規程等の見直し 

・労働環境の改善 

・一般事業主行動計画の策定 

・若年労働者の定着 

・業務改善助成金の活用 

４．ご相談から専門家派遣までの流れ 

①まずはご連絡ください 

 電話、ＦＡＸ、メール等によりご連絡をいた

だくか、当センターまたは高岡出張相談窓口へ

直接お越しください。 

↓ 

②コーディネーターによるご相談 

 コーディネーターが対応いたします。電話・

窓口によるご相談の他、必要に応じ訪問も可能

です。 

↓ 

③専門家派遣 

 相談者の要請があれば、必要に応じて相談内

容に精通した専門家を派遣します。（専門家派

遣は３回まで無料） 
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５．お問い合わせ先 

 本会流通労働支援課（担当：杉本、佐伯） 

フリーダイヤル：０１２０－１０８－３１２ 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

Ｍａｉｌ：saichin@chuokai-toyama.or.jp 

 

◇ 経済連携協定（ＥＰＡ）活用セミナー開催

のご案内 

 

 大阪税関では、ＴＰＰ協定を含む経済連携協

定（ＥＰＡ）の原産地規則や活用方法等を紹介

し、ＥＰＡの利用促進及び日本企業の国際的な

活動の支援を図ることを目的に下記のとおりセ

ミナーを開催します。 

 輸出入をされている事業者や今後輸出入を始

めようと考えている事業者、輸出入に携わって

いる製造業者等の方は、是非ご参加ください。

また、ＥＰＡに限らず輸出入手続きに関する基

本的な内容や経済情勢などについても解説しま

すので、少しでも興味をお持ちの方はお気軽に

ご参加ください。 

１．開催日時 

 平成２８年６月３日（金）13：10～16：10 

２．会場 

 富山県総合情報センター１階 セミナー室 

 （富山市高田５２７） 

３．プログラム（テーマ及び講師） 

（１）「ＴＰＰ協定及び経済連携協定の概要」 

    大阪税関総務部 

    次長 相賀 雅男 氏 

（２）「最近の富山県内の経済情勢等」 

    北陸財務局富山財務事務所 

    所長 野口 久雄 氏 

（３）「ＥＰＡ・ＦＴＡの世界の動きと企業の

活用事例」 

   ジェトロ富山貿易情報センター 

    所長 山本 諭 氏 

（４）「経済連携協定における原産地規則」 

   大阪税関業務部 

    原産地調査官 多田 隆宏 氏 

４．お問い合わせ・申し込み先 

 大阪税関 総務部総務課 

ＴＥＬ：０６－６５７６－３０１０ 

http://www.customs.go.jp/osaka/news/epasem

inar.html 

 

◇ 富山県労働委員会委員による労働相談会の

定期開催について 

  

 労働委員会は、労使関係の安定を図るために

設置された行政機関で、中立・公正な立場から、

学識・経験豊かな公益委員と、労使の団体から

それぞれ推薦された労使間の実務経験に富む労

働者委員（労働組合役員等）と使用者委員（企

業経営者等）の三者の委員で構成されています。 

 県労働委員会では、労使間のトラブルでお悩

みの方に、経験豊富な公益委員（弁護士、大学

教授等）が直接相談に応じる労働相談会を定期

的に開催しています。利用は無料で、秘密は厳

守いたしますので、お気軽にご相談ください。

（相談には事前予約が必要です。） 

  

１．開催日時（今年度前半分） 

５月２６日（木）１３時～１４時 

６月１７日（金）１３時～１４時 

７月１５日（金）１３時３０分～１６時３０分 

８月１９日（金）１３時～１４時 

９月１６日（金）１３時～１４時 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 

mailto:saichin@chuokai-toyama.or.jp
http://www.customs.go.jp/osaka/news/epaseminar.html
http://www.customs.go.jp/osaka/news/epaseminar.html
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２．開催場所 

 富山県労働委員会労働相談室 

 （富山県森林水産会館５階） 

３．対象 

 県内に所在する事業所の事業主または労働者 

４．お問い合わせ・予約申し込み先 

 富山県労働委員会事務局 

ＴＥＬ：０７６－４４４－２１７２ 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/09/index

.html 

 

◇ 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）

公募説明会の開催について 

 

 中小企業庁では、平成２８年度戦略的基盤技

術高度化支援事業（サポイン事業）の公募を開

始しました。 

 サポイン事業は、精密加工、立体造形等の特

定ものづくり基盤技術の向上につながる研究開

発、その事業化に向けた取組みを補助金で支援

するものです。 

 中部経済産業局電力･ガス事業北陸支局及び

富山県新世紀産業機構では、同事業の公募説明

会を下記により開催します。説明会では、サポ

イン事業の概要および提案書の記載方法等につ

いて説明を行います。（参加無料） 

１．開催日時 

 平成２８年５月１１日（水）14：00～16：00 

２．会場 

 富山技術交流ビル ２Ｆ研修室 

 （富山市高田５２９） 

３．内容 

（１）サポイン事業の概要について 

（２）中小機構北陸本部からのご案内 

 ※説明会終了後に、希望者を対象とした個別

相談会も実施します。 

３．対象 

 県内の中小企業者・支援機関 等 

４．サポイン事業の概要 

（１）応募対象 

ものづくり中小企業、大学・公設試等、事業

管理機関、アドバイザー等によって構成される

共同体 

（２）公募期間 

平成２８年６月９日（木）まで 

（３）補助事業期間 

２年度又は３年度 

（４）補助金額 

初年度４，５００万円以内（２年目は初年度

の２/３、３年目は１/２を上限として補助） 

５．お問い合わせ・申し込み先 

 （公財）富山県新世紀産業機構 産学官連携

推進センター プロジェクト推進課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０８ 

http://www.tonio.or.jp/semi/20160511-pj/ 

 

◇ 中小企業首都圏販路開拓支援事業の利用者

募集について 

 

 富山県新世紀産業機構では、特徴ある商品等

（商品・技術・サービス）を持ちながら、なか

なか販路が広がらない県内中小企業を支援する

目的で、中小企業首都圏販路開拓支援事業を実

施いたします。当事業は、販路開拓マネージャ

ー及び大都市圏のマッチングコーディネーター

が、大都市圏等へ販路開拓を無料で支援するも

ので、現在利用者を募集しております。 

１．対象企業 

 県内に本社を置く中小企業者で、大都市圏へ

の販路拡大を求めている企業 

２．支援企業数 

 ２０社程度（業種は問いません） 

３．支援内容 

①販路開拓マネージャーによる支援 

②首都圏マッチングコーディネーターによ

る支援 

③中小企業支援センターによる総合的支援 

④営業やマーケティング等のセミナーによ

る支援 

４．募集締め切り 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/09/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/09/index.html
http://www.tonio.or.jp/semi/20160511-pj/
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 平成２８年５月１８日（水）まで 

（６月初めまでに、ヒアリング、選定委員会等

により選定します。） 

５．お問い合わせ・申し込み先 

 （公財）富山県新世紀産業機構 中小企業支

援センター 取引設備支援課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６５０ 

http://www.tonio.or.jp/josei/shutoken-hanr

o/ 

 

◇ 富山県よろず支援拠点「にいかわサテライ

ト」開設記念セミナー＆相談会 

 

 「よろず支援拠点」とは、国が全国に設置し

ている経営相談所で、中小企業・小規模事業者

の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる

悩みの相談に対応しています。 

 このたび、富山県よろず支援拠点では、「に

いかわサテライト」開設記念として、よろず支

援拠点のモデルになった「富士市産業支援セン

ター（ｆ－Ｂｉｚ）」の小出宗昭センター長を

講師に迎えセミナーを開催いたします。どんな

企業にも必ずある「強み」を見出し、売上ＵＰ

を実現していった事例を基に成功のポイントを

語っていただきます。行列を成す相談者に次々

と知恵とアイデアを伝授するカリスマ企業支援

家の言葉からあなたの会社の売上ＵＰ！のヒン

トを見つけましょう。 

１．開催日時 

 平成２８年５月１７日（火）１３時～１７時 

２．会場 

 魚津商工会議所ビル ５Ｆ研修室 

（魚津市釈迦堂１－１２－１８） 

３．プログラム 

（１）基調講演 13：15～14：45 

 ①テーマ 

 「強みを生かして挑め！中小企業の成功事例

から学ぶ売上ＵＰへの道」 

 ②講師 

  富士市産業支援センターｆ－Ｂｉｚ 

   センター長 小出 宗昭 氏   

（２）支援事例紹介 15：00～16：00 

    よろず支援拠点スタッフより 

（３）個別相談会  15：00～17：00 

    個別相談会は事前予約が必要です 

４．お問い合わせ・申し込み先 

富山県よろず支援拠点（（公財）富山県新世

紀産業機構 中小企業支援センター内） 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０５ 

 

◇ 組合通常総会後の決算関係書類の所管行政

庁への提出をお忘れなく 

 

 今月は多くの組合で通常総会（総代会）が開

催されます。 

 中小企業等協同組合法により事業協同組合等

の組合は、通常総会終了後に決算関係書類を所

管行政庁に提出する必要があります。提出を怠

った場合、解散命令(職権抹消)の対象となる可

能性がありますので、ご留意ください。 

 手続きにつきましては、お気軽に本会の各組

合担当者までご相談ください。また、様式等は

本会ホームページをご覧ください。 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/kumiai-3.

html 
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